
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第５６号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２６年４月６日（日） １２時１８分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐市壱岐島北方沖 

壱岐市所在の若宮灯台から真方位３４８°４.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５６.２′ 東経１２９°４０.２′） 

事故等調査の経過  平成２６年５月１６日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（門司事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 ヴィーナス、１６３トン 

 １３２６３５、九州郵船株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、三級海技士（航海） 

機関長、三級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 本船は、ジェットフォイルと呼称される全没翼型水中翼船であり、

船長及び機関長ほか３人が乗り組み、旅客４１人を乗せ、長崎県壱岐

市芦辺港を出港し、同県対馬市厳原港に向けて翼走中、平成２６年４

月６日１２時１８分ごろ、右舷主機のパワータービン潤滑油の油面低

下警報が点灯し、点検したところ、同主機のパワータービン潤滑油冷

却器入口管のカップリング部から潤滑油が漏えい
．．

していたので、着水

して同主機を停止した｡ 

本船は、機関長が、ゴムチューブ及びビニールテープを巻くなどの

応急処置を施し、右舷主機を始動したものの、潤滑油の漏えい
．．

は止ま

らず、同主機の運転を断念し、左舷主機のみの艇走により、予定より

も約２時間３０分遅れて１５時３１分に厳原港に入港した｡ 

本船は、以後の定期運航を中止し、厳原港の浮き桟橋で船舶所有会

社の整備班が右舷主機の開放点検及び部品の交換を行い、修理され

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 １２m/s、視程 １０Ｍ 

海象：波高 約２.０ｍ 

 その他の事項 右舷主機のパワータービン潤滑油冷却器入口管アダプター（以下

「本件アダプター」という。）は、開放点検したところ、カップリン

グ部に亀裂を生じており、純正部品と比較したところ、ねじ部の長さ

が約６㎜短いことが判明した。 

本件アダプターは、ねじ部が右舷主機のパワータービン潤滑油冷却



 

器の入口に接続され、カップリングでフレアー配管に接続されてい

た。 

カップリングは、２つ割れの内部金物に装着されたＯリングによ

り、油密が保持されていた。 

主機製造業者の報告書には、接続部に加わる機関振動に対応するた

め、本件アダプターと２つ割れ内部金物が、干渉しないような適当な

間隔が必要である旨の記載があったが、ねじ部の長さが短く、その間

隔が減少していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

本船は、壱岐島北方沖を翼走中、本件アダプターのカップリング部

に引張応力及び機関振動が繰り返して掛かり、亀裂を生じたことか

ら、亀裂箇所から潤滑油が漏えい
．．

し、右舷主機の運転ができなくな

り、運航が阻害されたものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、壱岐島北方沖を翼走中、本件アダプタ

ーのカップリング部に引張応力及び機関振動が繰り返して掛かり、亀

裂を生じたため、亀裂箇所から潤滑油が漏えい
．．

し、右舷主機の運転が

できなくなったことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機は、開放点検を行い、部品を交換する際、純正部品を使用す

ること。 

 


